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前
川

浩
子

議
員（
市
フ
ォ
）　
市
内

の
社
会
福
祉
法
人
で
、
福
祉
の
理

念
に
そ
ぐ
わ
な
い
事
案
が
山
積
し
、

改
善
を
図
っ
て
い
る
途
上
と
聞
く
。

　
そ
こ
で
、
本
市
が
把
握
し
て
い

る
経
緯
と
事
実
を
聞
き
た
い
。

福
祉
保
健
部
長
　
平
成
25
年
度
か

ら
、
一
部
社
会
福
祉
法
人
に
対
す

る
指
導
監
査
の
権
限
が
都
か
ら
市

へ
移
譲
さ
れ
た
。
当
該
法
人
に
対

し
て
は
、
26
年
度
か
ら
令
和
３
年

度
ま
で
に
計
５
回
の
指
導
監
査
を

実
施
し
て
お
り
、
現
在
の
法
人
の

体
制
に
お
い
て
改
善
に
向
け
た
取

組
を
進
め
て
い
る
。
な
お
、
当
該

法
人
が
運
営
す
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
事
業
所
に
対
し
て
も
、
実

地
指
導
を
元
年
度
か
ら
２
回
実
施

し
、
改
善
を
求
め
て
き
た
。

議
員
　
当
該
法
人
へ
重
ね
て
指
導

監
査
を
実
施
し
て
き
た
背
景
は
。

福
祉
保
健
部
長
　
平
成
25
年
頃
か

ら
、
職
員
へ
の
パ
ワ
ハ
ラ
や
施
設

利
用
者
へ
の
虐
待
の
通
報
が
あ
っ

た
ほ
か
、
保
護
者
へ
の
施
設
設
備

修
繕
費
の
水
増
し
請
求
を
把
握
し

た
こ
と
な
ど
か
ら
実
施
し
て
き
た
。

他�

特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
｜
複
合
的

な
課
題
を
抱
え
る
児
童
・
生
徒
へ
の
対

応
に
つ
い
て
｜

市内の社会福祉法人に
度重なる指導監査を
実施してきた背景は

施設利用者への虐待の通報が
あ っ た こ と な ど か ら
実 施 し て き た

　
市
議
会
の
本
会
議
及
び
委
員

会
は
、
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信

等
も
、
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

ご
案
内

常任委員会の審査報告から

特別委員会の概要

文

教

委

員

会

厚

生

委

員

会

建

設

環

境

委

員

会

基

地

等

跡

地

対

策

特

別

委

員

会

　
調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
調
布
飛
行
場
諸
課
題
検

討
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
都
の
取
組
全
般
の
履
行
状
況
な
ど
に

関
す
る
意
見
交
換
を
行
い
、
自
家
用
機
分
散
移
転
の
早
期
実
現

に
向
け
て
取
り
組
む
よ
う
改
め
て
要
望
し
た
。

　
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
状
況
に
つ
い
て
、
都
が
推
進
す
る

多
摩
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
ま
ち
づ
く
り
検
討
支
援
モ
デ
ル
事

業
に
お
い
て
、
令
和
３
年
度
末
に
検
討
結
果
を
都
へ
報
告
し
た

が
、
米
軍
通
信
施
設
が
国
に
返
還
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
、
利
用

計
画
見
直
し
の
必
要
性
を
現
在
検
討
し
て
い
る
。

　
法
務
省
関
連
施
設
に
係
る
動
き
に
つ
い
て
、
関
東
医
療
少
年

院
跡
地
を
含
む
周
辺
地
区
に
お
け
る
地
区
計
画
の
策
定
に
向
け
、

４
年
６
月
に
第
２
回
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
を
開
催
し
、
当
該
計

画
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
行
っ
た
な
ど
の
報

告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

市

庁

舎

建

設

特

別

委

員

会

　
新
庁
舎
建
設
工
事
の
進
捗
率
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
５
月
23

日
時
点
の
既
存
庁
舎
解
体
工
事
及
び
「
は
な
れ
」
工
事
を
含
め

た
全
体
の
進
捗
率
は
15
・
４
％
、
「
お
も
や
」
工
事
の
み
の
進

捗
率
は
33
・
７
％
で
あ
る
。
今
後
の
予
定
と
し
て
、
４
年
６
月

は
引
き
続
き
３
階
の
躯く

体
工
事
を
行
う
と
と
も
に
、
４
階
及
び

５
階
の
躯
体
工
事
に
着
手
す
る
。
ま
た
、
工
事
の
進
捗
に
合
わ

せ
て
外
部
足
場
を
設
置
し
、
外
装
工
事
に
も
着
手
す
る
。

　
４
年
度
事
業
計
画
に
お
け
る
事
前
移
転
に
つ
い
て
、
５
年
２

月
に
市
政
情
報
公
開
室
を
ふ
る
さ
と
府
中
歴
史
館
に
、
国
際
交

流
サ
ロ
ン
を
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
に
、
そ
れ
ぞ
れ
移
転
す

る
。
ま
た
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
に
つ
い
て
も
、
５
年
４

月
下
旬
に
み
ど
り
幼
稚
園
跡
地
に
移
転
す
る
な
ど
の
報
告
が
あ

り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

学

校

施

設

老

朽

化

対

策

特

別

委

員

会

　
第
二
期
改
築
実
施
校
で
あ
る
第
三
小
学
校
及
び
第
六
小
学
校

の
改
築
事
業
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
３
月
に
基
本
設
計
作
業
が

完
了
し
て
い
る
。

　
第
三
小
学
校
の
基
本
設
計
に
反
映
す
る
整
備
方
針
で
は
、
教

室
の
壁
面
３
面
を
板
書
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
、
校
庭

の
一
部
を
全
天
候
型
舗
装
に
す
る
こ
と
、
「
桜
の
森
」
の
再
整

備
や
既
存
の
樹
木
、
記
念
碑
等
を
可
能
な
限
り
継
承
す
る
こ
と

な
ど
が
特
徴
的
な
項
目
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
六
小
学
校
の
基
本
設
計
に
反
映
す
る
整
備
方
針
で
は
、
整

形
な
校
庭
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
日
差
し
や
雨
を
遮
る
軒
下

空
間
を
整
備
す
る
こ
と
な
ど
が
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
配
置
計
画
の
考
え
方
と
し
て
、
正
門
近
く
に
多

目
的
広
場
を
設
け
、
地
域
活
動
や
災
害
時
に
も
利
用
し
や
す
い

計
画
と
し
て
い
る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

公
契
約
関
係
競
売
入
札
妨
害
事
件
に
係
る

再

発

防

止

対

策

特

別

委

員

会

　
令
和
４
年
３
月
22
日
に
開
催
さ
れ
た

委
員
会
に
つ
い
て
は
、
倫
理
条
例
に
係

る
検
討
と
し
て
、
倫
理
条
例
の
枠
組
み

案
の
う
ち
、
政
治
倫
理
に
関
す
る
審
査

会
に
お
け
る
審
査
請
求
の
期
間
、
宣
誓
、

教
育
、
委
任
の
項
目
に
つ
い
て
議
員
間

討
議
を
行
っ
た
。
ま
た
、
審
査
会
の
設

置
、
委
員
構
成
の
項
目
に
つ
い
て
は
、

次
回
以
降
、
協
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
４
年
４
月
19
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
倫
理
条
例
の
枠
組
み

案
の
う
ち
、
未
整
理
と
な
っ
て
い
た
項

目
で
あ
る
説
明
会
、
逮
捕
・
起
訴
・
刑

確
定
後
の
措
置
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め

た
条
文
案
を
基
に
協
議
を
行
っ
た
。
　

　
４
年
５
月
９
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
審
査
会
の
設
置
、
委

員
の
構
成
等
、
委
員
の
任
期
、
議
員
報

酬
の
支
給
停
止
、
刑
確
定
後
の
措
置
、

条
例
の
検
証
等
の
項
目
に
つ
い
て
、
条

文
案
を
基
に
議
員
間
討
議
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
委
員
外
議
員
へ
の
倫
理
条

例
素
案
の
説
明
、
市
民
か
ら
の
意
見
聴

取
方
法
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
。

　
４
年
５
月
18
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
倫
理
条
例
に
規
定
す

る
全
項
目
に
つ
い
て
、
条
文
の
素
案
と

し
て
整
理
し
た
も
の
を
基
に
議
員
間
討

議
を
行
い
、
素
案
を
取
り
ま
と
め
た
。

　
そ
の
後
、
委
員
外
議
員
へ
の
倫
理
条

例
素
案
の
説
明
に
つ
い
て
再
確
認
を
行�

っ
た
ほ
か
、
市
民
か
ら
の
意
見
聴
取
方

法
に
つ
い
て
議
員
間
討
議
を
行
っ
た
。

　
４
年
６
月
13
日
に
開
催
さ
れ
た
委
員

会
に
つ
い
て
は
、
委
員
外
議
員
へ
の
政

治
倫
理
条
例
（
仮
称
）
素
案
説
明
会
に

お
け
る
、
意
見
・
質
問
の
要
旨
に
つ
い

て
の
報
告
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
政
治

倫
理
条
例
（
仮
称
）
施
行
規
則
に
規
定

す
る
項
目
に
つ
い
て
議
員
間
討
議
を
行

い
、
条
文
案
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
提

示
す
る
こ
と
と
す
る
な
ど
の
報
告
が
あ

り
、
こ
れ
を
了
承
す
る
と
と
も
に
、
議

会
閉
会
中
に
お
け
る
継
続
審
査
と
し
た
。

　
こ
の
陳
情
は
、
「
特
別
支
援
教
室
の
利

用
に
関
す
る
こ
と
や
、
市
内
の
不
登
校
児

の
不
登
校
の
原
因
及
び
発
達
障
が
い
の
有

無
や
関
連
性
に
つ
い
て
、
実
態
調
査
と
結

果
の
公
表
を
求
め
る
。
更
に
は
、
そ
れ
ら

に
基
づ
き
、
子
ど
も
の
個
性
に
応
じ
た
支

援
の
充
実
と
発
達
障
が
い
児
の
学
び
の
機

会
を
保
障
す
る
こ
と
を
求
め
る
」
と
の
内

容
で
あ
る
。

　
委
員
か
ら
、
「
聴
覚
過
敏
の
子
ど
も
な

　
こ
の
議
案
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
が

改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
個
人
市
民
税

の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用

期
限
の
延
長
や
、
固
定
資
産
税
の
納
税
証

明
書
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
住
所
の

記
載
に
関
す
る
見
直
し
な
ど
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の

　
主
な
改
正
内
容
と
し
て
、
「
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
限
を
令
和

　
こ
の
陳
情
は
、
「
令
和
３
年
５
月
、
京

王
線
中
河
原
駅
近
く
の
歩
道
で
突
起
物
に

つ
ま
ず
き
転
倒
、
負
傷
し
た
。
そ
の
後
、

道
路
課
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
不
誠
実
な
回

答
が
あ
っ
た
た
め
、
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン

に
調
査
を
依
頼
し
た
が
同
様
の
見
解
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
議
会
に
お
い
て
両

者
に
対
し
、
指
導
し
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
の
内
容
で
あ
る
。

　
委
員
か
ら
、
「
市
と
し
て
は
、
当
該
箇

陳
情
第
５
号

発
達
障
害
児
の
教
育
機
会
の
充
実
を

求
め
る
陳
情

第
28
号
議
案

府
中
市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

陳
情
第
４
号

道
路
課
と
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ
ン
の
対

応
に
つ
い
て
の
陳
情

※�本定例会では、総務委員会に付託された
議案はありませんでした。

ど
へ
の
き
め
細
や
か
な
対
応
は
要
望
し
た

い
が
、
不
登
校
の
方
に
発
達
障
が
い
が
あ

る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
調
査
す

る
の
は
人
権
上
の
問
題
も
あ
り
適
切
で
は

な
い
と
い
う
教
育
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま

え
、
実
態
調
査
と
そ
の
公
開
に
つ
い
て
は

難
し
い
と
考
え
る
た
め
、
不
採
択
を
主
張

す
る
」「
で
き
る
範
囲
で
実
態
調
査
を
行

う
こ
と
は
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
を
進

め
て
い
く
上
で
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
考

え
る
た
め
、
採
択
を
主
張
す
る
」
等
の
意

見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
陳
情
に
つ
い
て
は
、

賛
成
多
数
に
よ
り
、
採
択
す
べ
き
も
の
と

決
定
し
た
。

所
は
歩
道
と
い
う
認
識
は
な
い
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
現
在
、
カ
ラ
ー

コ
ー
ン
を
現
場
に
設
置
し
、
今
後
は
突
起

物
と
指
摘
さ
れ
た
境
界
石
を
所
管
す
る
鉄

道
会
社
と
協
議
し
な
が
ら
、
柵
等
を
設
け

る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
て
い
き
た
い
と
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
市
と
し
て

行
う
べ
き
対
応
は
行
っ
て
い
る
と
考
え
て

お
り
、
か
つ
、
議
会
は
オ
ン
ブ
ズ
パ
ー
ソ

ン
に
対
し
て
指
導
す
る
よ
う
な
立
場
に
は

な
い
こ
と
か
ら
、
不
採
択
を
主
張
す
る
」

等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
陳
情
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
、
不
採
択
に
す
べ
き
も
の

と
決
定
し
た
。

７
年
末
ま
で
延
長
す
る
」「
不
動
産
登
記

法
の
改
正
に
伴
い
、
固
定
資
産
税
の
納
税

証
明
書
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
登

記
簿
上
の
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
当
該
住
所
に
代
わ
り
、
新
た
に
登
記

所
か
ら
通
知
さ
れ
る
事
項
を
記
載
す
る
」

等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
質
疑
に
対
し
て
、
「
住
所
に
代
わ
る
事

項
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
親
族
や
知
人
、

支
援
団
体
の
住
所
な
ど
を
想
定
し
て
い
る

等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　
審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全

員
異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
た
。

」


